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CHECK!
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マルチ商法
（ネットワークビジネス）

　販売組織の加入者が新規加入者を誘い、その
加入者がさらに別の加入者を勧誘し、商品やサー
ビスを契約させることで組織をピラミッド式に拡
大させていく商法です。

　自分のネットワークにものを売ることは大変難しい
ことです。また、自分が勧誘することにより、勧誘し
た友人や知人にも負担を背負わせてしまったり、関係
を壊してしまう恐れがあります。

契約書面を受け取った日、もしくは商品の引き
渡し日のどちらか遅い日を含めて20日以内で
あればクーリング・オフ（P11）することが
できます。

●「簡単に儲かる」などの甘い言葉を信じて、
安易に契約しない！
●友人からの勧誘であっても、「やりません！」
とキッパリ断る！

こんな商法に気をつけて！

CHECK!
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BTYPE

アドバイス

アドバイストラブルにも注意！
事例

キャッチセールス

　駅や繁華街などの路上で「アンケートお願いし
ます」などと呼び止められ、喫茶店や営業所に連
れて行かれ、不安をあおるなどして商品やサー
ビスを契約させる商法です。

　勧誘だけではなく、商品やサービスの内容にも問
題がある場合も多くなっています。

「ドラマのエキストラになりませんか」と街頭で
呼び止められ、芸能事務所に連れて行かれた。
「すごく魅力がある。君のような人を探していた」
と言われて舞い上がり、タレント養成スクールの
契約をしてしまった。よく考えると高額で支払え
るか不安だ。

契約書面を受け取った日を含めて8日以内で
あればクーリング・オフ（P11）することが
できます。

●知らない人に突然声をかけられても相手
にしない！
●万が一、話を聞いてしまった場合でも、
絶対にビルや店舗について行かない！
●必要のないものは毅然とした態度で「必要
ありません！」とキッパリ断る！

こんな商法に気をつけて！

CHECK!
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取引形態

訪問販売

電話勧誘販売

業務提供誘引販売取引

特定継続的役務提供

連鎖販売取引

適用対象 期間

8日間

8日間

8日間

8日間

20日間

20日間

クーリング・オフ
クーリング・オフ制度とは
　クーリング・オフとは「頭を冷やす」という意味です。訪問販売や電話勧誘など不意打
ち的な勧誘で契約してしまった場合、一定期間内であれば無条件で契約を解除することが
できる制度です。クーリング・オフをすると、その契約はなかったことになります。「契約
は守らなければならない」とする原則の例外です。

クーリング・オフが適用される  主な取引と期間
　クーリング・オフが適用される取引は法律で決められています。

●営業のための契約　　●自動車や自動車リース　　●葬儀
●使用してしまった消耗品（化粧品や健康食品など）　　●3,000円未満の現金取引
●訪問購入の場合、自動車、大型家電、家具、本、CD・DVD・ゲームソフト類

店舗以外の場所での契約

電話勧誘による契約

いわゆるマルチ商法

いわゆる内職商法、モニター商法

訪問購入 業者が消費者の自宅等を訪ねて、商品を買い取る取引

エステティック、美容医療、語学教室、
家庭教師、学習塾、パソコン教室、
結婚相手紹介サービス

消費者の強い味方

クーリング・オフ クーリング・オフできる取引ですか？01
step

左ページを参考に確認しましょう。

クーリング・オフできない商品・
サービスではないですか？02

step

原則全ての商品やサービスがクーリング・オフの対象となり
ますが、二輪以外の自動車の購入はクーリング・オフでき
ません。

契約書面を受け取った日を含めて
8日（20日）以内ですか？04

step

ただし、受け取った契約書面にクーリング・オフ制度の説明や、内容に不備
がある場合は期間を過ぎていてもクーリング・オフできます。

クーリング・オフしたい商品は
使用していないですか？05

step

指定消耗品（健康食品、化粧品など8品目）は、開封したり
使用するとクーリング・オフできなくなります。ただし、
書面に「使用するとクーリング・オフできなくなる」という
記載がない場合や、販売員から試しに使うように言われて
使ってしまった場合は、使用していてもクーリング・オフ
できます。

代金は3,000円以上ですか？03
step

総額3,000円未満で商品を受け取り、現金で支払った場合
はクーリング・オフできません。

さぁ、クーリング・オフしてみましょう！

その契約クーリング・オフできるかな？

キャッチセールス、アポイントメントセールス、
催眠商法では店舗契約を含む

　通信販売にはクーリング・オフ制度がありません。返品の可否やその条件（特約）について
は、販売業者のルールに従うことになるため、契約前にしっかり確認することが大切です。
特約の表示がない場合は、商品を受け取ってから8日以内は送料消費者負担で返品できます
が、特約の表示がない業者は信用できないので利用しない方が安全です。

通信販売はクーリング・オフできません！

こんな場合はクーリング・オフできません！
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※クレジット契約をした場合は信販会社（クレジット会社）にも通知を出しましょう。
※商品は勝手に送り返さないようにしましょう。

クーリング・オフの通知は書面で行います。
▶ハガキでOKです！
▶電磁式記録（電子メールやFAXなど）でも可能です。

01

書面の場合上記の記載例のように書きます。02
ハガキを出す前に必ず両面コピーし、証拠として保
管しましょう。

03

ハガキを出すときは、郵便局の窓口で送付記録が
残る「簡易書留」か「特定記録郵便」で送りましょう。

04

ハガキを出した日（消印）が契約解除日になります。05

クーリング・オフするときは！

記入例

表面 裏面

簡
易
書
留

通知書
次の契約を解除します

支払った代金○○○○○円を
返金し、商品を引き取ってください。

氏名  ○○○○○

契約年月日
商品名
契約金額
販売会社

○年○月○日
○○○○○○○○
○○○○○円
株式会社 ×××××
□□営業所
担当者  ▲▲▲▲▲

○年○月○日
○○県○○市○○町
○丁目○番○号

○○県○○市○○町
○丁目○番○号

株式会社 ×××××
代表取締役　○○○○○様

ハガキ
ポスト
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留

通知書
次の契約を解除します

支払った代金○○○○○円を
返金し、商品を引き取ってください。

氏名  ○○○○○

契約年月日
商品名
契約金額
販売会社

○年○月○日
○○○○○○○○
○○○○○円
株式会社 ×××××
□□営業所
担当者  ▲▲▲▲▲

○年○月○日
○○県○○市○○町
○丁目○番○号

○○県○○市○○町
○丁目○番○号

株式会社 ×××××
代表取締役　○○○○○様

ハガキ
ポスト



クーリング・オフができない…

契約をやめるには？

14

　クーリング・オフができなくても、下記の場合は契約を解消することができます。

●相手に脅されたり、だまされたりした場合
●違法薬物の販売など、契約内容が反社会的な場合
●契約内容の重要な部分に勘違いがあった場合
●相手が約束を守らず、催促しても契約内容を実行しない場合
●重要な項目について事実と違うことを言われた（不実告知）、帰り
たいと行ったのに帰らせてくれない（退去妨害・監禁）など、消費者
契約法に該当する場合
●未成年者が保護者の同意を得ないで契約した場合

●中途解約
●相手との話し合いによる解約

　上記以外でも、次のように契約をやめることができる場合が
あります。一人で悩まず、消費生活センターに相談しましょう。

●金額がお小遣いの範囲の場合　●「成人しています」とウソをついた場合　
●保護者の同意を得たかのように偽った場合

※ただし、次の場合は未成年者でも取り消せません。

※違約金など請求される場合があります。

契約する時は
よく考えよう ! !

親
に
言
う
の
は

め
ん
ど
く
さ
い
か
ら

自
分
で
書
こ
う…

説
明
長
い
な
ぁ

欲
し
く
な
い
の
に

買
い
ま
す…

こ
の
商
品
は

今
し
か
手
に
入

限
定
で
、
他
に
持
っ
て
い
る

機
能
も
最
新
式
で

お
買
得
間
違
い
な
し

価
値
も
上
が
っ
て

未成年者が保護者の同意を
得ないで契約した場合

脅されたりした場合

さ
ん
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ん
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明

さ
せ
て
購
入

し
な
い
だ
っ
て
！？
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NO!

お調子者だ

その場のノリに流されやすい

1つのものに集中すると周りが見えなくなる

メールやLINEなどのSNSの
メッセージへの返信が
10分以上ないと不安になる

IDやパスワードは、管理しやすいように
全て同じにしている

街中の無料Wi-Fiスポットをよく利用している

契約書や取扱説明書は
めんどくさいのであまり読まない

インターネットの情報は正しい

カッとなりやすい

SNSの公開範囲やプライバシーの
設定は初期状態のままだ

当てはまる項目が多ければ多いほどインターネットのトラブルにあう
可能性が高いです。次のページからは、消費生活センターによく寄せられる
インターネットに関するトラブルを紹介します。

うまい話にはウラがある！01
6だまされないための ケ条

15 16

ネットトラブルネットトラブル

LETʼS TRY 02

アナタの

巻き込まれやすさ

CHECK!

　次のチェック項目のうち、あなたは何個当てはまるかな？
確認してみよう！

ネットトラブルネットトラブル

合計　　　　　個

おいしい話にはご用心おいしい話おいしい話

「あなただけ」なんて話はありません！

セールスマンの話をうのみにしない！02
いいことばかり言っているかも…

「話だけ聞いてみよう」は相手の思うツボ03
相手はプロ！流されて契約してしまうかも…

その場の契約はケガのもと04
契約する前に家族や友人に相談しよう！

契約する前によく確認05
契約書は内容をよく読むこと！
わからないことはそのままにせず、しっかり確認！

キッパリと断ろう！！06
それ、本当に必要ですか？
必要なければ勇気を持ってキッパリと断りましょう！

買いません！いりません！

困った時は消費生活センターにすぐ相談！

02 インターネットトラブル編




